
表４―管渠維持管理の実積

表5―処理場・ポンプ場管理費実績

つており，管理体制の再検討は当面の急務といえ

る。

＜１＞管渠の維持管理

管渠の維持管理を系統的，計画的に行なうために

は，下水道台帳の整備，活用が必要であるが，現

在までに整備されたものは認可区域の約20％に過

ぎず，しかも毎年の加除訂正などの整理業務がほ

とんど行なわれていないため，整備ずみのもので

も実際とかけ離れている現状である。下水管渠の

最近３年間の維持管理の実績をかかげておこう。

この表で示す通り，41年度の管渠の掃除延長は，

18万1,799メートルであるが，このうち約７万メ

ートルは雨水ますなどの取付管の掃除を竹通し程

度行なったもので，本管の掃除延長は11万２千メ

ートルに過ぎない。とくに，良好な維持管理をよ

り高度に要求される処理区域内の掃除の実績は，

このうち約１万1千ートルで区域内管渠延長の約

10％に過ぎない。２年に１回ていど最低限度必要

とされているのに対し，10年に１回ほどの掃除を

行なっているに過ぎない。したがって，管渠の維

持管理を最低の標準といわれるていどまで水準を

あげるためには，現在の５倍の作業をおこなう必

要があり，機勤力をもった作業班で計画的に巡回

するなど，作業の機械化，能率化をはからねばな

らない。これと同時に，事業量に見あった維持管

理費の増枠が当然と考えられる。

＜２＞処理場，ポンプ場の維持管理

本市における下水道事業の発展とこれにともなう

施設の拡充によって，現在，処理場２ヵ所ポンプ

場24ヵ所の施設を有するにいたっているが，近い

将来，さらに相当ていどの施設を増加する計画で

ある。処理場，ポンプ場などの施設の維持管理に

は高度の専門知識をもった職員のほか，一定限度

のよく訓練された職員を必要とする。

表５は最近３年間の処理場，ポンプ場の管理費

と，そのなかに占める人件費とその割合を示して

いるが，管理費のほぼ50%をを人件費が占めてお

り，施設の増加にともなって管理費が増大し，こ

れに比例して人件費も増大している。市民の負担

を軽減するためには，維持管理コストはできるだ

け低減させなければなちない。したがって，維持

管理費のうち人件費の占める割合が大きいことを

考慮して，合理的，能率的に管理運営できるよう

に施設を計画すべきであり,施設の増加にともな

う人件費の増は，必要最低限度に極力抑制すべき

である。元来，下水は質，量の変化がいちじるし

い上に，またゴミなどの浮遊きょう雑物が多いな

どの難点がある。それゆえ機器の自動化などがむ

ずかしく，能率的に施設を計画または改良するこ

とは相当に困難と予想される。したがって，現状

における既存施設とその管理運営の実態を再検討
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表6―水洗化普及状況

表７　水洗化助成制度

しより安い維持管理コストの方向に向ってそのあ

り方をさらに研究する必要がある。

５・水洗化の普及

水洗化の普及状況ならびに助成制度は,表6～7

のとおりである。

現在,水洗区域において水洗化していないものが

約40％あるが，これにはつぎのような要因が考え

られる。

(1)家主と借家人間の費用負担問題

(2)隣地に排水管を疎通させる場合の地主の不承

　　諾

(3)私道の給排水問題

(4）老朽家屋の問題

(5）市民の水洗化に対する無関心

水洗便所へめ改造は，市民の自主的な改造意欲に

またなければならないが，水洗化するか否かは、

市民の任意に委ねられているため，広報活動や助

成措置をもってしても改造意欲を喚起させるには

限界がある。水洗化普及対策の一環として，一定

規模の私道に対し，水洗化することを条件に工費

の2/3を本市が負担して公共下水道を布設する私

道対策，および,処理開始告示後３ヵ年を限って

水洗化したかのに助成する勘成金交付制度などに

より，水洗化意欲め誘発に努めてきている。しか

し，水洗化を一層促進させるためには、生活困窮

者を除いて，一定期間内に水洗化することを義務

づけるとともに，貸付金制度の適用期限をも限定

　し，あわせて告示区域内に対する市のくみ取り義

務も免除するなどの対策について検討する必要が

　ある。また，生活困窮者に対しては、周囲が全部

　水洗化された場合には，全額公費で簡易な型の水

洗便所を設置するなどの対策も必要と考える。

６・事業財源の確保

下水道事業費は，事業量の増大にともなって大幅

に増加している。過去10数年の推移をみても、昭

和28年の１億１千万円に対し，昭和42年度は68億

9,735万円と,63倍になってきている。

しかし，今後全市域にわたり下水道を整備すると

すれば，なお巨額の事業費を要するので，この財

源をいかに調達していくかはまことに困難な問題

である。現在，建設費財源は，国費，起債および

市費その他により，維持管理費財源は,下水道使

　用料と市費でまかなっているが，その構成は表８

　のとおりである。

　＜１＞国費および起債について

　国庫補助金は，昨年度までは名目補助率において

　1/4＜25％＞であったが，本年度から4/10＜40

　％＞にアップされ、名目的にはあるていどの前進

　をみた。しかし，国庫補助金は，建設事業費全額
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を補助基本額としていないため，実質補助率は約

19%に過ぎない。したがって，下水道事業におい

ては実質補助率を50%ていどまであげることが必

要である。つぎに起債については，元利償還金が

年々増加しており、このまま事業を継続すれば，

41年度の元利償還額7億7,980万円が，昭和50年

度には92億4,800万円に達するものとみられる。

現在下水道関係の起債の貸付条件は表９のとおり

で，償還期限も知かく、利率も割高なものとなっ

ている。

したがって，水道事業なみに，償還期限を少なく

とも30年に延長し，利率も５分ていどに低減され

なければならない。

＜２＞下水道使用料

①　適正料率について

下水道使用料についての原則的な考え方としては

公共下水道の維持管理費は，汚水分は使用料の形

で個人が，雨水分け公費負担の形で事業主体が負

担すべきであるとされている。汚水分の維持管理

費について原価を試算すれば，本市においては表

10のとおりである。

　これによって判明するように，料金収入は本来必

　要とする維持管理原価を大幅に下回っており，ま

　た大都市中における最下位の料率でもあるので，

　本市においても，早急に料率を適正なものに改定

　しなければなちないと考えられる。

　③　処理区域と排水区域の格差料金

　本市においては，現在中部および南部処理区域あ

　わせて735ヘクタールが水洗化可能区域となって

　いるが，上表にみるごとく，処理区域と排水区域

　の間には原価試算額においていちじるしい差がみ

　られる。生活環境水準のていどの差によって，応

益の原則を貫ぬけば，他都市が採用しているよう

　に格差料金を設けることは当然の結論となり,汚

　水の処理コストに見合う料率に早急に改定する必

　要がある。

　③　工場排水に対する水質料金制度

　工場排水の中に含まれる酸，アルカリなどの有害

　物質は，できるだけ工場に除害施設を設置させる

よう指導に努めなければならないが，現実には大

　部分公共下水道にそれを受けとめざるをえないと

表８　建設費･持管理費の財源構成

表９　下水道関係起債の貸付条件 表10―汚水分の維持管理費原価試算表
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考える。したがって、許容水質をこえるものにつ

いては,水質に応じた付加料金を徴収する方法を

考慮しなければならない。現在建設中の北部下水

処理場の運転開始を控えて,早急に対処しなけれ

ばならない問題である。

４ おわりに

以上，下水道が現在かかえている主要な問題点と

その解決方法について私見をのべてきたが，要す

るに事業を円滑に遂行するのは人であって，質お

よび量の充実と合理的な配置が絶対に必要であ

る。今後は勇断をもった対策以外に問題が解決し

ないことを最後にのべて結びとする。

＜土木局下水道部長＞

≪コメント≫

計画の統一と施設の共同化

緒形昭義

　現在下水道は，主として下水道部局だけで考えら

　れ，建設され,維持管理されているが,視野をか

　えて，他施設との関連において、都市のなかにお

　けるあり方について、もっと原理的なところから

　みなおし，考えなおしてみる必要がある。

　たとえば下水道施設は，浸水対策、水質汚濁対

策、水洗化などを目的としており，これは他の部

局，防災，清掃，保健，衛生などと関係があるこ

　とからみても，総合的見地から考えてみなければ

　ならない。

　そもそも下水道は，その一端が宅地あるいは建築

　物の排水施設に結ばれ，他端が下水処理場に接続

　されて,はじめてその効用を生ずるものである。

　しかも部分的につくっても意味がなく，全体とし

　て完成しないとその機能をけたさない。こういっ

　た施設は他にもあって，道路網，上水道，電気，

　ガス，電話など同様である。幹線道路に接続しな

　い道路，本管につながっていない水道，ガス，本

　線と接続していない電気，電話は全然その機能を

　はたさない。さらに，これらの施設は宅地あるい

　は建築物と接続することによってはじめてその効

　用を生ずる。

　これらの施設は，現在では，道路を中心としてそ

　の骨組が形づくられている。その第１の理由は，

　これらの施設は宅地あるいは建築物に接続しては

　じめて効用を生ずるからであり、第2にはこれら

施設の維持管理が道路を中心として行なわれるか

らであり，第３には建設面において道路上に，あ

　るいは下に、あるいはそって建設した方が有利な

　場合が多いからである。これら都市の脈絡施設け
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